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 ◎問合わせ先

　悪臭防止法は、事業活動に伴って発生する悪臭について必
要な規制を行い、生活環境を保全し、健康の保護に資するこ
とを目的としています。
　町では、今まで住居専用地域や商業地域を規制区域として
いました。
　この度、町としても住宅地域を悪臭から守るために見直し
を行い、福島県とも協議のうえ、住居専用地域の周辺地区を
新たに規制地域に編入拡大しました。
　具体的には、本町・岡ノ内・高久田・緑町・旭町・東町・
笠石の市街化調整区域、南高久田・池ノ原・笠石原町・羽
鳥・五斗蒔町の一部の区域が編入されました。
　なお、この新たな規制は、平成24年３月１日から適用さ
れています。

健康福祉課　☎62－2115

住民基本台帳法の改正によるシステム切り替えのため、７月８日（日）の日曜窓口を休止します役場窓口日曜日休止日

各所得段階の対象者と介護保険料
（平成24年度～ 26年度）

所得段階 対　象　者 年額

第１段階
生活保護を受けている人及び世帯全員が
町民税非課税で老齢福祉年金を受けてい
る人

24,000円

第２段階
世帯全員が町民税非課税で、前年の合計
所得金額と課税年金収入額が80万円以
下の人

24,000円

第３段階 世帯全員が町民税非課税で、第２段階以
外の人 36,000円

第４段階 
（基準）

世帯の誰かに町民税が課税されている
が、本人は町民税非課税の人 48,000円

第５段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額
が190万円未満の人 60,000円

第６段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額
が190万円以上の人 72,000円

　

町
で
は
、
平
成
24
年
度
～
26
年

度
ま
で
の
３
か
年
計
画
で
、
第
６

期
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
第
５

期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
は
、
高
齢
者
の
保
健

福
祉
や
介
護
施
策
の
基
本
的
な
考

え
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
量
等
を
見

込
み
、
必
要
と
な
る
介
護
保
険
料

を
定
め
る
な
ど
、
３
年
ご
と
の
見

直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
者
の
増
加
や
国
が
定
め
る
サ

ー
ビ
ス
単
価
の
値
上
げ
に
伴
い
介

護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す
。
65
歳

以
上
の
方
の
保
険
料
額
は
、
世
帯

の
町
民
税
の
課
税
状
況
や
所
得
状

況
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

 

年
間
保
険
料
は
下
の
表
の
と
お

り
で
す
。

健
康
福
祉
課
☎
62
︱
２
１
１
５

 

◎
問
合
わ
せ
先

介
護
保
険
料
の
変
更
の
お
知
ら
せ

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

悪臭防止法に基づく
規制地域の拡大について

　

県
内
で
は
、
輸
血
に
必
要
な
血
液
が
慢

性
的
に
不
足
し
て
お
り
、
献
血
に
よ
っ

て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
血
液
を
確
保
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

町
で
は
、
次
の
と
お
り
献
血
を
行
い
ま

す
の
で
、
町
民
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

日
時　
６
月
25
日（
月
）　

午
前
９
時
30
分

～
午
後
４
時
30
分

場
所　

町
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

献
血
の
種
類　
４
０
０
ml
、
２
０
０
ml

献
血
で
き
る
方　
採
血
基
準
表
の
と
お
り

で
す
。（
表
１
）ま
た
、
65
歳
以
上
の
方

は
、
過
去
５
年
間
に
献
血
経
験
の
あ
る
方

に
限
ら
れ
ま
す
。

健
康
福
祉
課　

☎
62
︱
２
１
１
５

 

◎
問
合
わ
せ
先

 

◎
問
合
わ
せ
先

編入規制区域編入規制区域

既規制区域既規制区域

既規制区域既規制区域

悪臭防止法の規定に基づく規制地域の変更図

毎週日曜日午前８時30分から正午まで、窓口業務（証明書発行）を開設しています役場窓口日曜日開設

（表１）採決基準表

項目
全血献血

400㎖
献血

200㎖
献血

年　齢
男性
17歳～ 69歳
女性
18歳～ 69歳

16歳～ 69歳

体　重 男女とも
50㎏以上

男性
45㎏以上
女性
40㎏以上

　

現
在
、
鏡
石
町
内
に
於
い
て
、

国
道
４
号
の
4
車
線
拡
幅
事
業

【
久
来
石
～
高
久
田
ま
で
の
４
・

５
㎞
】を
進
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
、
役
場
前
交
差
点
と

そ
の
北
側
の
不
時
沼
交
差
点
で

は
、
地
下
道
の
整
備
も
行
っ
て
お

り
、
地
下
の
本
体（
通
路
部
）は
、

一
部
完
成
し
、
今
後
は
、
残
る
本

体
工
事
と
地
上
部
の
上
屋
、
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
等
の
機
械
設
備
、
内
装

等
の
各
工
事
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。

　

な
お
、
鏡
石
第
一
小
学
校
の
皆

さ
ん
の
安
全
を
考
慮
し
早
期
の
完

成
を
目
指
し
ま
す
。

　

地
下
道
の
整
備
に
あ
た
っ
て

は
、
町
内
の
皆
様
よ
り
ご
意
見
を

お
伺
い
し『 

安
全
で
安
心
し
て
、

全
て
の
皆
様
に
利
用
い
た
だ
け
る

地
下
道 

』を
基
本
方
針
と
し
て
い

ま
す
。

　

今
回
、
役
場
前
地
下
道
の
施
設

概
要
等
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

地
下
通
路
の
幅
員
は
最
大
３
・

８
ｍ
、
高
さ
は
２
・
５
ｍ
、
昇
降

部
の
斜
路
付
き
階
段
構
造
は
自
転

車
利
用
も
可
能
で
す
。

　

ま
た
、
高
齢
の
方
や
車
い
す
の

利
用
者
に
も
配
慮
し
、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
設
置
、
さ
ら
に
防
犯
対
策

と
し
て
、
非
常
警
報
装
置
や
防
犯

カ
メ
ラ
も
設
置
す
る
予
定
で
す
。

　

町
民
の
皆
様
に
は
、
安
全
で
住

【 役場前地下道の計画概要 】
①通路内部寸法
　幅員3.8m(最大)、高さ2.5m
②昇降設備　9箇所
　【斜路付階段4箇所、階段3箇所、エレベーター 2基】
③防犯対策　
　非常警報装置【地上に警報音と回転灯で知らせる】、
　カメラ　
④雨水侵入対策
　防水板【階段部】、排水溝の整備【地上部】
⑤その他
　【手摺（2段）、誘導ブロック、案内板、掲示板】

国
道
４
号
鏡
石
拡
幅
事
業 【
役
場
前
地
下
道
、
不
時
沼
地
下
道
】
み
よ
い
町
づ
く
り
の
た
め
に
、
引

き
続
き
本
事
業
へ
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

役場前地下道

不時沼地下道

国道４号線

第一小学校
鏡石町役場

至須賀川至矢吹

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局

郡
山
国
道
事
務
所

☎
０
２
４
︱
９
４
６
︱
０
３
３
３

町
都
市
建
設
課
☎
62
︱
２
１
１
６

 
建
設
が
進
む
地
下
道

地下のエレベーター付近地下通路内部

全景（国道４号、矢吹方向）

正面上屋側面


